
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「改正」介護保険法が６月１５日に成立しました。「給付の重点化」

「給付と負担のバランス」が柱とされ、制度創設当初の「介護の社会

化」を大きく後退させる内容となっています。  

 今後、「改正」の内容は第５期介護事業計画で具体

化されます。その時、制度の後退を許さないたたか

いをすすめていくためにも、現状での課題を明確に

して行くことが緊急に求められます。  

 1 人でも多くの方にご参加いただき、今後の地域

での運動につなげていただければと思います。  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 パン屋 

りそな銀行 


